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幼稚園設置基準・神奈川県私立幼稚園設置に関する取扱基準 

 

幼稚園設置基準 神奈川県私立幼稚園設置に関する取扱基準 

 

  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則（昭和22

年文部省令第11号）に定めるもののほか、この省令の定

めるところによる。 

 （基準の向上） 

第２条 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置する

のに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の

設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなけれ

ばならない。 

 

  第２章 編制 

（１学級の幼児数） 

第３条 １学級の幼児数は、35人以下を原則とする。 

（学級の編制） 

第４条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢

にある幼児で編制することを原則とする。 

（教職員） 

第５条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくと

も専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭（次項において「

教諭等」という。）を１人置かなければならない。 

２ 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又

は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の３分の１の範

囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えること

ができる。 

３ 専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前２項の規

定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講

師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、

助教諭又は講師を１人置くことを原則とする。 

４ 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合

は、他の学校の教員等と兼ねることができる。 

第６条 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教

諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなけれ

ばならない。 

 

   第３章 施設及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（趣旨） 

第１条 私立学校法（昭和24年法律第270号）第４条の規定に基

づき神奈川県知事を所轄庁とする私立幼稚園（以下「幼稚園」

という。）の設置については、幼稚園設置基準（昭和31年文部

省令第32号。以下「設置基準」という。）によるものとし、そ

の取扱いについてはこの基準に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教員） 

第２条 設置基準第５条第２項にいう「特別の事情」は、同項の

取扱いがやむを得ないことを客観的かつ具体的に明らかにしな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設及び設備の自己所有等） 

第３条 幼稚園の施設及び設備は、原則として、設置者の専用か

つ自己所有とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、か

つ、特別の事情があり、教育上支障がないことが確実と認めら

れる場合には、園地、園舎について自己所有であることを要し

ない。 

  (1) 借用部分が賃貸借契約の締結等により、20年以上の長期借

用ができることが確実と認められる場合 

 (2) 借用部分が国又は地方公共団体の所有で、長期借用が困難

である場合で、短期借用しなければならない相当の理由があ
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（一般的基準） 

第７条 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際

安全な環境にこれを定めなければならない。 

 

２ 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全

上及び管理上適切なものでなければならない。 

 

（園地、園舎及び運動場） 

第８条 園舎は、２階建以下を原則とする。園舎を２階建

とする場合及び特別の事情があるため園舎を３階建以上

とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設

は、第１階に置かなければならない。ただし、園舎が耐

火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあ

つては、これらの施設を第２階に置くことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると認められる場合 

２ 前項各号に該当する場合において、借用後の各年度における

賃借料と他の借入金に係る償還額（元利合計）の合計が当該幼

稚園（設置の認可にあっては、保育年限相当年数経過後）の年

間事業活動収入の10分の３以内であること。 

３ 幼稚園の教育研究上の目的を達成するうえで、やむを得ない

理由があり、長期借用が困難な特別の事情がある場合は、短期

借用とすることができる。 

４ 幼稚園の施設及び設備は、原則として担保に供されたもので

あってはならない。ただし、次の各号の全てを充たし、教育上

及び運営上支障がないことが確実と認められる場合には、この

限りでない。 

  (1) 幼稚園の施設、設備の取得及び建設のための負債に係る担

保であること。 

  (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行

う貸付による担保であること。 

  (3) 前号の担保に関する適正な償還計画があり、当該担保が設

置者の資産状況等からみて施設及び設備を長期にわたり使用

するうえで支障がないと認められること。 

 

（幼稚園の位置） 

第４条 幼稚園の位置は、原則として他の幼稚園から半径１キロ

メートル以上離れていなければならない。 

（園地における園児の安全確保） 

第５条 保育時間中は、園地の出入口を閉鎖する等、園児の安全

を確保するための十分な措置を講じなければならない。 

 

（園舎） 

第６条 園舎は、建築基準法に定める建築確認を受けたものでな

ければならない。 

２ 園舎の面積には、建築基準法による延床面積のうち、直接教

育の用に供する部分のほか、家庭及び地域との連携による子育

て支援のための施設が含まれる。 

３ 前項で規定する直接教育の用に供する部分には、園舎のため

の電気設備や空調設備のための施設は含まれるが、運動場、地

下駐車場などは除くものとする。 

４ 設置基準第８条第１項にいう「幼児の待避上必要な施設」と

は、二方向避難路等、安全かつ迅速に幼児が待避できる施設を

いう。 

５ 園舎の建て替えに伴い仮設園舎を設置する場合は、園児の安

全確保のための十分な措置を講じなければならない。また、建

て替えが完了した際には、仮設園舎は速やかに除去しなければ

ならない。 

 

（運動場） 

第７条 運動場は次の条件を満たすものでなければならない。 

  (1) 園児の状況について教員が常に確認できること。 

  (2) 危険な傾斜や段差がないこと。 
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２ 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に

設けることを原則とする。 

３ 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。 

 

 別表第１（園舎の面積） 

学級数 １学級 ２学級以上 

面 積 （㎡） 

180 

（㎡） 

320＋100×(学級数-2) 

 

別表第２（運動場の面積） 

学級数 ２学級以下 ３学級以上 

面 積 （㎡） 

330＋30×(学級数-1) 

（㎡） 

400＋80×(学級数-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 屋外であること。（建築基準法による床面積に含まれる部

分については、四方のうち少なくとも一方向が常に開放され

ている等、採光、通風等の状況から屋外と同じような状況と

認められるものである場合には運動場とみなすことができる

。） 

２ 次のような部分は、運動場に含めないものとする。 

  (1) 園児が立ち入ることのできない花壇等の植栽部分 

  (2) プール 

  (3) 園舎裏等の狭隘な敷地 

 

（園舎の屋上等に設置する運動場） 

第８条 園舎の屋上（バルコニー等を含む。）に運動場を設置す

る場合は、次の条件を満たさなければならない。 

  (1) 耐火建築物である園舎の第１階の屋上であり、園児の待避

上必要な施設を備えるもの。 

  (2) 転落防止柵が設置されていること。 

  (3) 原則として、幅２メートル以上、かつ、面積が10平方メー

トル以上の広さであること。 

２ 園舎の屋上、テラス及びピロティ等の建築基準法による建築

面積に含まれる部分を運動場とする場合は、その面積は建築面

積に含まれない運動場面積の２分の１を超えないものとする。

  

３ 園舎の屋上を運動場として使用する際には、複数の教員を配

置するなど、園児の安全確保のための十分な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（園舎及び運動場の位置） 

第９条 園舎と運動場は原則として同一の敷地内に設置するもの

とする。ただし、幼稚園としての一体的な教育活動に支障が生

じない場合は、主たる園舎のある園地（以下「主たる園地」と

いう。）以外の園地（以下「従たる園地」という。）に園舎又

は運動場を設置することができる。 

２ 従たる園地を主たる園地と直接隣接しない位置に設ける場合

は、原則として、自動車やオートバイなどの通行がない道路及

び園児が安全に渡ることのできる水路をはさんだ敷地であるも

のとする。 

３ 前項の場合は、園児が園地を移動する際に、複数の教員を配

置するなど、園児の安全を確保するための十分な措置を講じな

ければならない。 

４ 従たる園地に園舎を設置する場合は、その面積は、主たる園

地にある園舎の２分の１を超えないものとする。ただし、就園

年齢に達する幼児を収容することが、当該地域の幼稚園の施設

では著しく困難と認められる等、特別な事情がある場合は、主

たる園地にある園舎の面積を上限とすることができる。 

 

（園地及び園舎に含まれない施設） 

第10条 園地及び園舎等に含まれない施設のうちで、次に掲げる

ものは、校地、校舎等の変更届を行うことにより、直接教育の
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（施設及び設備等） 

第９条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければな

らない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊

戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することが

できる。 

  (1) 職員室 

  (2) 保育室 

 (3) 遊戯室 

 (4) 保健室 

  (5) 便所 

  (6) 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備 

２ 保育室の数は、学級数を下つてはならない。 

３ 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別し

て備えなければならない。 

４ 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明された

ものでなければならない。 

第10条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、

保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具

を備えなければならない。 

２ 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければ

ならない。 

第11条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努

めなければならない。 

 (1) 放送聴取設備 

  (2) 映写設備 

  (3) 水遊び場 

  (4) 幼児清浄用設備 

  (5) 給食施設 

  (6) 図書室 

  (7) 会議室 

 

（他の施設及び設備の使用） 

第12条 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び

安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を

使用することができる。 

 

   第４章 雑則 

（保育所等との合同活動等に関する特例） 

第13条 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の

幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することが

できる。 

  (1) 当該幼稚園及び保育所等（就学前の子どもに関する

用に供するものとみなす。 

  (1) 教員宿舎及びその用に供する土地 

  (2) スクールバス用の車庫及びその用に供する土地（スクール

バスの駐車の用に供する土地を含む。） 

 

（保育室及び遊戯室） 

第11条 保育室の面積は、認可学級定員に1.3を乗じて得た数値

（平方メートル）以上でなければならない。 

２ 保育室の数は認可学級数と同一であるものとする。 

３ 遊戯室の面積は、90平方メートル以上でなければならない。 

４ 保育室と遊戯室を兼用する場合は、その面積は保育室及び遊

戯室の基準面積を合わせた面積以上でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の施設及び設備の使用） 

第12条 保育室、遊戯室及び運動場を除き、その他の施設につい

ては、やむを得ない特別の事情があり、教育上及び安全上支障

がない場合は、他の学校等の施設を使用することができる。 

 

 

（資金） 

第13条 幼稚園の設置に係る資金については、原則として、全額

を幼稚園を設置しようとする者の自己資金によるものとする。

ただし、第１号から第４号の全てを充たし、幼稚園運営上支障

がない場合はこの限りでない。 
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教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）第２条第５項に規定する保育所等

をいう。以下同じ。）のそれぞれの用に供される建物

及びその附属設備が一体的に設置されている場合にお

ける当該保育所等において、満３歳以上の子どもに対

し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよ

う保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協

力体制を確保する必要があると認められる場合 

  (2) 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化

に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に

活動する機会が減少したことその他の事情により、学

校教育法第23条第２号に掲げる目標を達成することが

困難であると認められることから、幼児の心身の発達

を助長するために特に必要があると認められる場合 

２  前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍し

ない者を共に保育する場合においては、第３条中「１学

級の幼児数」とあるのは「１学級の幼児数（当該幼稚園

に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育され

るものの数を含む。）」と、第５条第４項中「他の学校

の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等

の保育士等」と、第10条第１項中「幼児数」とあるのは

「幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の

幼児と共に保育されるものの数を含む。）」と読み替え

て、これらの規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  附則 抄 

１ この省令は、昭和32年２月１日から施行する。 

２ 園地、園舎及び運動場の面積は、第８条第３項の規定

  (1) 幼稚園の施設、設備の取得及び建設のための資金に係る負

債額は、原則として、その資金の３分の１以内であること。 

  (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行

う貸付けによる負債であること。 

  (3) 適正な償還計画があり、幼稚園設置後の各年度の償還額（

元利合計）が当該幼稚園に係る年間事業活動収入の10分の３

以内であること。 

  (4) 幼稚園を設置しようとする者の総負債額が総資産額の４分

の１以内であること。 

２ 幼稚園の設置者は、第３条第１項ただし書きの場合であって

、園地又は園舎どちらか一方を借用とする場合、設置認可の申

請時において、原則として当該借用とする園地又は園舎の開設

年度を含め保育年限の賃借料に相当する額を保有していなけれ

ばならない。 

３ 幼稚園の設置者は、第３条第１項ただし書きの場合であって

、園地及び園舎をともに自己所有としない場合には、設置認可

の申請時において、原則として当該設置しようとする幼稚園の

開設年度を含め保育年限の経常経費に相当する額の運用資金を

保有していなければならない。 

 

 

 

 

 

（設置計画書の提出等） 

第14条 幼稚園を設置しようとする者は、学校設置認可申請書を

提出する前に、別に定める学校設置計画書を知事に提出し、そ

の承認を得るものとする。 

２ 知事は、学校設置計画書を承認しようとする場合は、あらか

じめ私立学校審議会の意見を聴くものとする。 

 

（広報活動） 

第15条 広報活動においての幼稚園名等の表示は、計画承認又は

認可された名称を使用しなければならない。また、教育内容等

に関して誤認のおそれのある表示を行ってはならない。 

２ 広報活動は、次の各号に掲げるところに従い、学校設置計画

承認後に行うことができる。 

 (1) 新聞、雑誌、ポスター、チラシ、ダイレクトメール、ホー

ムページ等の各種広報媒体による広報を実施する場合は「開

園予定年月」及び「認可手続中」の旨の文言を十分に認識で

きるよう表示すること。 

 (2) 幼稚園説明会、幼稚園訪問等を実施する場合は「開園予定

年月」及び「認可手続中」の旨、相手方へ正確に説明するこ

と。 

 

     附  則 

１ この基準は、平成15年４月１日から施行する。 

２ 「私立幼稚園の面積の取扱いについて」（平成13年２月１日
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に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従

前の例により、園舎及び運動場については別表第１及び

別表第２に定めるところによる。ただし、この省令施行

の際現に存する幼稚園については、特別の事情があると

きは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の

例によることができる。 

３ 第13条第１項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に

入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と

保育室を共用する場合においては、別表第１及び別表第

２中「面積」とあるのは、「面積（保育所等の施設及び

設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。）」と

読み替えて、これらの表の規定を適用する。 

 

 

 

付け神奈川県県民部長通知）は、平成15年３月31日をもって廃

止する。 

 

  附 則 

１ この基準は、平成18年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成18年11月１日から施行する。 

（園地又は園舎に関する特例措置） 

２ 園地の所在する市区町村が別途定める就園児人口増加地域に

指定され、その指定期間内に法令に定める届出があった場合に

は、次によることができるものとする。 

(1) 第３条の規定にかかわらず、既存園地の面積又は既存園

舎の床面積の２分の１を限度として借用により園地又は園

舎を拡張することができる。 

(2) 通行の安全が横断歩道、信号機、歩道、ガードレールの

設置等により確保されている場合には、第９条第２項の規

定にかかわらず、主たる園地から道路等を隔てた土地に従

たる園地又は園舎を設けることができる。 

 

  附 則 

１ この基準は、平成19年10月１日から施行する。 

 

  附 則 

１ この基準は、平成20年２月１日から施行する。 

 

  附 則 

１ この取扱基準は、平成20年６月１日から施行する。 

２ この取扱基準は、幼稚園の設置と併せて学校法人を新設する

場合も適用する。 

 

    附 則 

１ この取扱基準は、平成22年３月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この取扱基準は、平成27年８月24日から施行する。 

 

 

 


